
昭
和
四
十
二
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
七
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
九
条
第
五
項
、
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
四
十
八

条
、
第
五
十
条
、
第
六
十
条
第
二
項
並
び
に
附
則
第
六
条
第
二
項
並
び
に
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
四
条
）

第
二
章
　
基
金

第
一
節
　
業
務
規
程
（
第
五
条
）

第
二
節
　
財
務

第
一
款
　
通
則
（
第
六
条
・
第
七
条
）

第
二
款
　
削
除

第
三
款
　
事
業
計
画
及
び
予
算
（
第
十
三
条―

第
十
五
条
）

第
四
款
　
出
納
（
第
十
六
条―
第
二
十
五
条
）

第
三
章
　
補
償
及
び
福
祉
事
業

第
一
節
　
補
償
（
第
二
十
六
条―

第
三
十
七
条
）

第
二
節
　
福
祉
事
業
（
第
三
十
八
条―

第
四
十
一
条
）

第
四
章
　
費
用
の
負
担
（
第
四
十
二
条―

第
四
十
六
条
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
四
十
七
条―

第
五
十
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
で
「
災
害
」
、
「
補
償
」
、
「
職
員
」
、
「
通
勤
」
、
「
年
金
た
る
補
償
」
、
「
基
金
」
、
「
理
事
長
」
、
「
支
部
長
」
又
は
「
福
祉
事
業
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
、
第
二
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
八
条
、
第
二
十
四
条
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
災
害
、
補
償
、
職
員
、
通
勤
、
年
金
た
る
補
償
、
基
金
、
理
事

長
、
従
た
る
事
務
所
の
長
又
は
事
業
を
い
う
。

（
公
務
上
の
災
害
の
範
囲
）

第
一
条
の
二
　
公
務
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
業
務
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
上
の
災
害
の
範
囲
は
、
公
務
に
起
因
す
る
負
傷
、
障

害
及
び
死
亡
並
び
に
別
表
第
一
に
掲
げ
る
疾
病
と
す
る
。

（
通
勤
に
よ
る
災
害
の
範
囲
）

第
一
条
の
三
　
通
勤
に
よ
る
災
害
の
範
囲
は
、
通
勤
に
起
因
す
る
負
傷
、
障
害
及
び
死
亡
並
び
に
次
に
掲
げ
る
疾
病
と
す
る
。

一
　
通
勤
に
よ
る
負
傷
に
起
因
す
る
疾
病

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
通
勤
に
起
因
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
疾
病

（
就
業
の
場
所
か
ら
勤
務
場
所
へ
の
移
動
等
）

第
一
条
の
四
　
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
就
業
の
場
所
か
ら
勤
務
場
所
へ
の
移
動
は
、
次
に
掲
げ
る
移
動
と
す
る
。

一
　
一
の
勤
務
場
所
か
ら
他
の
勤
務
場
所
へ
の
移
動

二
　
次
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
か
ら
勤
務
場
所
へ
の
移
動

イ
　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
適
用
事
業
に
係
る
就
業
の
場
所

ロ
　
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
の
勤
務
場
所

ハ
　
そ
の
他
勤
務
場
所
並
び
に
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
類
す
る
も
の

２
　
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
職
員
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
就
業
し
て
い
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一
　
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項

二
　
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項

三
　
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
五
十
条
第
三
項
及
び
第
五
十
五
条

３
　
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同
号
に
掲
げ
る
移
動
が
、
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
そ
の
他
当
該
職
員
と
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

と
す
る
。

（
日
常
生
活
上
必
要
な
行
為
）

第
一
条
の
五
　
法
第
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
日
常
生
活
上
必
要
な
行
為
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。
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一
　
日
用
品
の
購
入
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
行
為

二
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
能
力

開
発
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
職
業
訓
練
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
教
育
訓
練
で
あ
つ
て
職
業
能
力
の
向
上
に
資
す
る
も
の
を
受
け
る
行
為

三
　
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
診
察
又
は
治
療
を
受
け
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
行
為

四
　
選
挙
権
の
行
使
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
行
為

五
　
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
、
子
、
父
母
、
配
偶
者
の
父
母
及
び
次
に
掲
げ
る
者
（
ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
介
護
（
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

イ
　
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹

ロ
　
職
員
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
子
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
職
員
又
は
配
偶
者
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
父
母
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
法
第
二
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
手
当
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
寒
冷
地
手
当

二
　
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
八
条
の
規
定
が
適
用
又
は
準
用
さ
れ
る
職
員
に
支
給
さ
れ
る
手
当
（
臨
時
に
支
給
さ
れ
る
も
の
及
び
三
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。
）

２
　
前
項
の
寒
冷
地
手
当
は
、
職
員
が
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
の
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
（
以
下
「
災
害
発
生
の
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
手
当
の
支
給
地
域
に
在
勤

し
、
か
つ
、
災
害
発
生
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
一
年
間
に
そ
の
手
当
の
支
給
を
受
け
た
と
き
に
限
り
、
法
第
二
条
第
五
項
の
給
与
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
に
加
え
ら
れ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
災
害
発
生
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
以
前
に
お
け
る

も
近
い
寒
冷
地
手
当
の
支
給
日
に
支
給
を
受
け
た
寒
冷
地
手
当
の
額
に
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
三

百
六
十
五
で
除
し
て
得
た
額
に
平
均
給
与
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
総
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
給
与
）

第
二
条
の
二
　
法
第
二
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
給
与
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
四
十
八
条
（
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
準
に
従
つ
て
支
給
さ
れ
る
報
酬
等
（
退
職
手

当
を
除
く
。
）
又
は
同
法
第
五
十
一
条
若
し
く
は
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
基
準
に
従
つ
て
支
給
さ
れ
る
給
与
（
退
職
手
当
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
臨
時
に
支
給
さ
れ
る
も
の
及
び
三
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る

も
の
を
除
く
。

２
　
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
寒
冷
地
手
当
に
相
当
す
る
手
当
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
寒
冷
地
手
当
」
と
あ
る
の

は
「
寒
冷
地
手
当
に
相
当
す
る
手
当
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
平
均
給
与
額
の
計
算
の
特
例
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
場
合
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
平
均
給
与
額
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
災
害
発
生
の
日
ま
で
の
期
間
に
支
払
わ
れ
た
給
与
の
総
額
を
、
そ
の
期
間
の
総
日
数

で
除
し
て
得
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
四
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
　
給
与
を
受
け
な
い
期
間
が
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
の
全
日
数
に
わ
た
る
場
合
　
そ
の
期
間
経
過
後
初
め
て
給
与
を
受
け
る
に
至
つ
た
日

二
　
法
第
二
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
日
が
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
の
全
日
数
に
わ
た
る
場
合
　
法
第
二
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
や
ん
だ
日

三
　
採
用
の
日
の
属
す
る
月
に
災
害
を
受
け
た
場
合
　
採
用
の
日

２
　
採
用
の
日
に
災
害
を
受
け
た
場
合
の
平
均
給
与
額
は
、
給
料
の
月
額
、
扶
養
手
当
の
月
額
、
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
、
特
地
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
の
月
額
並
び
に
へ
き
地

手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
の
月
額
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
与
の
月
額
の
合
計
額
を
三
十
で
除
し
て
得
た
金
額
と
す
る
。

３
　
法
第
二
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
及
び
前
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
平
均
給
与
額
が
、
補
償
を
行
う
べ
き
事
由
の
生
じ
た
日
（
次
項
に
お
い
て
「
補
償
事
由
発
生
日
」
と
い
う
。
）
を
採
用
の
日
と
み
な
し
て
前
項

の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
て
得
た
金
額
に
満
た
な
い
場
合
は
、
当
該
計
算
し
て
得
た
金
額
を
平
均
給
与
額
と
す
る
。

４
　
補
償
事
由
発
生
日
の
属
す
る
年
度
が
、
災
害
発
生
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
々
年
度
以
降
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
補
償
事
由
発
生
日
に
お
け
る
法
第
二
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
及
び
前
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算

し
た
平
均
給
与
額
が
、
当
該
災
害
発
生
の
日
（
そ
の
日
が
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
前
で
あ
る
と
き
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
補
償
事
由
発
生
日
と
み
な
し
て
法
第
二
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま

で
の
規
定
及
び
前
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
て
得
た
額
に
、
当
該
補
償
事
由
発
生
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
「
国
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
与
水

準
を
当
該
災
害
発
生
の
日
の
属
す
る
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
補
償
事
由

発
生
日
に
お
け
る
平
均
給
与
額
と
す
る
。

５
　
職
員
が
、
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
の
各
月
に
お
け
る
通
勤
に
つ
い
て
、
当
該
各
月
に
普
通
交
通
機
関
等
（
新
幹
線
鉄
道
等
及
び
橋
等
以
外
の
交
通
機
関
等
を
い
う
。
）
、
自
動
車
等
、
新
幹
線
鉄
道
等
若
し
く
は
橋
等
に

係
る
通
勤
手
当
の
支
給
を
受
け
た
場
合
又
は
当
該
各
月
に
当
該
通
勤
手
当
の
支
給
日
（
給
与
に
関
す
る
条
例
（
当
該
条
例
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
規
則
そ
の
他
の
規
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る

支
給
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
な
い
場
合
で
当
該
各
月
前
の
直
近
の
当
該
通
勤
手
当
の
支
給
日
が
あ
る
月
に
当
該
通
勤
手
当
の
支
給
を
受
け
た
と
き
（
当
該
通
勤
手
当
に
つ
い
て
当
該
各
月
の
前
月
ま
で
に
条
例
で
定
め
る
返
納
事

由
が
発
生
し
た
月
（
以
下
「
事
由
発
生
月
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該
各
月
又
は
当
該
支
給
日
が
あ
る
月
に
支
給
を
受
け
た
当
該
通
勤
手
当
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
（
通
勤
手

当
の
支
給
の
単
位
と
な
る
期
間
と
し
て
一
箇
月
を
単
位
と
し
て
条
例
で
定
め
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
災
害
発
生
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
に
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
事
由
発
生
月
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
通
勤
手
当
の
額
か
ら
条
例
で
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
に
係
る

初
の
月
か
ら
当
該
事
由
発
生
月
ま
で
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
）
の
当
該
各
月
ご
と
の
合
計
額
の

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
け
る
総
額
を
、
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
総
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
通
勤
手
当
の
額
と
す
る
。
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６
　
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
も
な
お
平
均
給
与
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
及
び
平
均
給
与
額
が
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
平
均
給
与
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
基
金
が
総
務
大
臣
の
承
認
を
得

て
定
め
る
。

７
　
年
金
た
る
補
償
以
外
の
補
償
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
用
い
る
平
均
給
与
額
は
、
法
第
二
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
及
び
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
平
均
給
与
額
と
し
て
計
算
し
た
額
が
総
務
大
臣
の
定

め
る
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
総
務
大
臣
の
定
め
る
額
と
す
る
。

（
平
均
給
与
額
の

低
限
度
額
及
び

高
限
度
額
）

第
三
条
の
二
　
法
第
二
条
第
十
一
項
及
び
第
十
三
項
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
第
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
四
条
の
三
第
一
項
の
人
事
院
が
定
め
る
額
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
行
方
不
明
補
償
算
定
の
基
礎
と
な
る
計
算
）

第
四
条
　
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
平
均
給
与
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二

条
第
二
項
中
「
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
の
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
（
以
下
「
災
害
発
生
の
日
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
災

害
発
生
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
行
方
不
明
と
な
つ
た
日
」
と
、
第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第
二
項
中
「
災
害
を
受
け
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
行
方
不
明
と
な
つ
た
場
合
」
と
す
る
。

第
二
章
　
基
金

第
一
節
　
業
務
規
程

（
業
務
規
程
）

第
五
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
金
の
業
務
を
執
行
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
基
金
の
業
務
を
執
行
す
る
権
限
の
委
任
に
関
す
る
事
項

二
　
医
療
機
関
若
し
く
は
薬
局
又
は
訪
問
看
護
事
業
者
の
指
定
に
関
す
る
事
項

三
　
補
償
の
請
求
、
決
定
及
び
支
払
に
関
す
る
事
項

四
　
福
祉
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
項

五
　
審
査
請
求
又
は
再
審
査
請
求
の
審
理
に
際
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
地
方
公
共
団
体
の
当
局
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
代
表
す
る
者
及
び
職
員
を
代
表
す
る
者
の
指
名
に
関
す
る
事
項

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
令
又
は
定
款
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
程
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
基
金
の
業
務
の
執
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項

第
二
節
　
財
務

第
一
款
　
通
則

（
経
理
の
原
則
）

第
六
条
　
基
金
は
、
そ
の
業
務
成
績
及
び
財
産
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
財
産
の
増
減
及
び
異
動
並
び
に
収
益
及
び
費
用
を
正
規
の
簿
記
の
原
則
に
従
つ
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
の
運
用
）

第
七
条
　
基
金
の
余
裕
資
金
の
運
用
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
銀
行
そ
の
他
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
金
融
機
関
へ
の
預
金

二
　
信
託
会
社
（
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
三
条
又
は
第
五
十
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
い
う
。
）
へ
の
金
銭
信
託

三
　
国
債
、
地
方
債
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券
、
貸
付
信
託
の
受
益
証
券
そ
の
他
確
実
と
認
め
ら
れ
る
有
価
証
券
の
取
得

四
　
そ
の
他
理
事
長
が
総
務
大
臣
の
承
認
を
得
て
定
め
る
運
用
方
法

第
二
款
　
削
除

第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
　
削
除

第
三
款
　
事
業
計
画
及
び
予
算

（
事
業
計
画
）

第
十
三
条
　
事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
で
定
め
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
職
員
の
総
数
及
び
給
与
の
総
額
並
び
に
負
担
金
の
見
込
額

二
　
補
償
並
び
に
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
職
員
及
び
そ
の
遺
族
の
福
祉
に
関
し
て
必
要
な
事
業
並
び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
の
実
施
内
容

三
　
補
償
並
び
に
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
職
員
及
び
そ
の
遺
族
の
福
祉
に
関
し
て
必
要
な
事
業
並
び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
の
前
々
事
業
年
度
の
実
績
並
び

に
前
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
の
見
込
額

四
　
当
該
事
業
年
度
の
資
金
計
画

五
　
資
産
の
現
況

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

（
予
算
の
内
容
）

第
十
四
条
　
予
算
は
、
予
算
総
則
、
予
定
損
益
計
算
書
及
び
予
定
貸
借
対
照
表
に
区
分
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
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２
　
予
算
総
則
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
及
び
翌
事
業
年
度
以
降
に
わ
た
る
債
務
の
負
担
の

高
限
度
額

二
　
重
要
な
資
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
事
項

三
　
人
件
費
及
び
事
務
費
の

高
限
度
額

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
予
算
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

第
十
五
条
　
削
除

第
四
款
　
出
納

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
　
削
除

（
借
入
金
）

第
十
八
条
　
基
金
は
、
法
第
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
短
期
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
短
期
借
入
金
は
、
当
該
年
度
内
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
基
金
は
、
第
一
項
の
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
借
入
の
日
の
十
日
前
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
借
入
を
必
要
と
す
る
理
由

二
　
借
入
金
の
額

三
　
借
入
先

四
　
借
入
金
の
利
率

五
　
借
入
金
の
償
還
方
法
及
び
償
還
期
限

六
　
利
息
の
支
払
方
法

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
借
入
れ
に
関
し
必
要
な
事
項

（
当
座
借
越
契
約
の
禁
止
）

第
十
九
条
　
基
金
は
、
取
引
金
融
機
関
と
当
座
借
越
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
　
削
除

第
三
章
　
補
償
及
び
福
祉
事
業

第
一
節
　
補
償

（
療
養
の
方
法
）

第
二
十
六
条
　
療
養
補
償
た
る
療
養
は
、
基
金
の
指
定
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は
薬
局
（
以
下
「
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
又
は
基
金
の
指
定
す
る
訪
問
看
護
事
業
者
（
居
宅
を
訪
問
す
る
こ
と
に
よ
る
療
養
上
の
世
話

又
は
必
要
な
診
療
の
補
助
の
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
。

（
給
与
の
一
部
を
受
け
な
い
場
合
に
お
け
る
休
業
補
償
）

第
二
十
六
条
の
二
　
職
員
が
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
療
養
の
た
め
、
所
定
の
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て

職
員
の
受
け
る
給
与
の
額
が
平
均
給
与
額
の
百
分
の
六
十
に
相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
と
き
は
当
該
満
た
な
い
額
に
相
当
す
る
金
額
、
所
定
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
職
員
の
受
け

る
給
与
の
額
が
平
均
給
与
額
（
当
該
療
養
の
開
始
後
一
年
六
月
を
経
過
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が

高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「

高
限
度
額
」

と
い
う
。
）
を
平
均
給
与
額
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
平
均
給
与
額
）
に
満
た
な
い
と
き
は
当
該
満
た
な
い
額
（
当
該
療
養
の
開
始
後
一
年
六
月
を
経

過
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
満
た
な
い
額
が

高
限
度
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

高
限
度
額
）
の
百
分
の
六
十
に
相
当
す
る
金
額
を
休
業
補
償
と
し
て
支
給
す
る
。

（
休
業
補
償
又
は
予
後
補
償
を
行
わ
な
い
場
合
）

第
二
十
六
条
の
三
　
法
第
二
十
八
条
た
だ
し
書
及
び
令
第
六
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
懲
役
、
禁

こ錮
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
若
し
く
は
死
刑
の
言
渡
し
を
受
け
て
刑
事
施
設
（
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。
）
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
、
労
役
場
留
置
の
言
渡
し
を
受
け
て
労
役
場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
六
号
）
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
監
置
の
裁
判
の
執
行
の
た
め
監
置
場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合

二
　
少
年
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分
と
し
て
少
年
院
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
送
致
さ
れ
、
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
、
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分
と
し
て
少
年
院
に
送
致
さ
れ
、
収
容
さ
れ

て
い
る
場
合
又
は
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合

（
傷
病
等
級
）

第
二
十
六
条
の
四
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
傷
病
等
級
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
）

第
二
十
六
条
の
五
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
各
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
は
、
別
表
第
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
別
表
第
三
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
障
害
で
あ
つ
て
、
同
表
に
掲
げ
る
各
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
同
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
当
該
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
と
す
る
。
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（
障
害
加
重
の
場
合
の
補
償
）

第
二
十
七
条
　
障
害
の
あ
る
者
が
、
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
つ
て
同
一
部
位
に
つ
い
て
障
害
の
程
度
を
加
重
し
た
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
よ
り
、
加
重
後

の
障
害
の
程
度
に
応
ず
る
法
第
二
十
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
（
加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
加
重
後
の
障
害
の

程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
差
し
引
い
た
金
額
の
障
害
補
償
を
行
う
。

一
　
加
重
後
の
障
害
の
程
度
が
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合
　
加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
障
害
等
級
に
応
じ
平
均
給
与
額
に
法
第
二
十
九
条
第
三
項

各
号
に
定
め
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の

三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
、
加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
障
害
等
級
に
応
じ
平
均
給
与
額
に
法
第
二
十
九
条
第

四
項
各
号
に
定
め
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二

条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
を
二
十
五
で
除
し
て
得
た
金
額

二
　
加
重
後
の
障
害
の
程
度
が
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合
　
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
じ
平
均
給
与
額
に
法
第
二
十
九
条
第
四
項
各
号
に
定
め
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又

は
令
第
十
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）

２
　
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
船
員
で
あ
る
職
員
（
以
下
「
船
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
よ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
よ
る
障
害

補
償
年
金
の
額
」
と
、
「
当
該
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
額
」
と
、
「
金
額
）
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
金
額
）
又
は
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
一
時
金
の
額
か
ら
、
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
金
額
）
を
」
と
あ
る
の
は
「
金

額
）
と
平
均
給
与
額
に
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
じ
令
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
を
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
金
額
）
」
と
あ
る
の
は
「
金
額
）
と
平
均
給
与
額
に
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
じ
令

第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
」
と
す
る
。

（
休
業
補
償
等
の
制
限
）

第
二
十
八
条
　
基
金
は
、
故
意
の
犯
罪
行
為
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
若
し
く
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
こ
れ
ら
の
原
因
と
な
つ
た
事
故
を
生
じ
さ
せ
た
職
員
に
対
し
て
は
、
そ
の
療
養

を
開
始
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
の
期
間
に
限
り
、
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
休
業
補
償
、
予
後
補
償
、
傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
の
金
額
か
ら
そ
の
金
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
基
金
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
療
養
に
関
す
る
指
示
に
従
わ
な
い
こ
と
に
よ
り
公
務
上
の
負
傷
、
疾
病
若
し
く
は
障
害
若
し
く
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
、
疾
病
若
し
く
は
障
害
の
程
度
を
増
進
さ
せ
、
又
は
そ
の
回
復
を
妨
げ
た
職

員
に
対
し
て
は
、
そ
の
負
傷
、
疾
病
若
し
く
は
障
害
の
程
度
を
増
進
さ
せ
、
又
は
そ
の
回
復
を
妨
げ
た
場
合
一
回
に
つ
き
、
休
業
補
償
又
は
予
後
補
償
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
十
日
間
（
十
日
未
満
で
補
償
事
由
が
消
滅
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
補
償
事
由
が
消
滅
す
る
日
ま
で
の
間
）
に
つ
い
て
の
休
業
補
償
又
は
予
後
補
償
を
、
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
傷
病
補
償
年
金
の
三
百
六
十
五
分
の
十
に
相
当
す
る
額
の
支
給
を
行
わ
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

（
介
護
補
償
に
係
る
障
害
）

第
二
十
八
条
の
二
　
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
障
害
は
、
介
護
を
要
す
る
状
態
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
四
に
定
め
る
障
害
と
す
る
。

（
遺
族
補
償
年
金
に
係
る
遺
族
の
障
害
の
状
態
）

第
二
十
九
条
　
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
障
害
の
状
態
は
、
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
の
障
害
に
該
当
す
る
状
態
又
は
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
は
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
程
度
の
心
身
の
故
障
が
あ
る
状
態
と
す
る
。

（
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
へ
の
充
当
）

第
二
十
九
条
の
二
　
法
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
補
償
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
へ
の
充
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
年
金
た
る
補
償
の
受
給
権
者
の
死
亡
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
、
遺
族
補
償
一
時
金
、
葬
祭
補
償
又
は
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
の
受
給
権
者
が
、
当
該
年
金
た
る
補
償
の
受
給
権
者
の
死
亡
に
伴
う
当
該
年
金
た
る
補
償
の
支

払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
者
で
あ
る
と
き
。

二
　
遺
族
補
償
年
金
の
受
給
権
者
が
、
同
一
の
事
由
に
よ
る
同
順
位
の
遺
族
補
償
年
金
の
受
給
権
者
の
死
亡
に
伴
う
当
該
遺
族
補
償
年
金
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
者
で
あ
る
と

き
。

（
補
償
の
請
求
方
法
等
）

第
三
十
条
　
療
養
補
償
及
び
傷
病
補
償
年
金
を
除
く
補
償
（
現
に
受
け
て
い
る
補
償
の
額
の
変
更
を
含
む
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
附
則
第
五
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人
番
号
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事

項
を
記
載
し
た
補
償
の
請
求
書
を
職
員
の
任
命
権
者
（
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
の
理
事
長
。
以
下
同
じ
。
）
（
職
員
が
死
亡
し
、
又
は
離
職
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
死
亡
又
は
離

職
の
直
前
に
お
け
る
職
員
の
任
命
権
者
。
以
下
本
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
療
養
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
補
償
の
原
因
で
あ
る
負
傷
又
は
疾
病
が
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
の
請
求
書
を
任
命
権
者
を
経
由
し
て
基
金
に
提
出

す
る
と
と
も
に
、
氏
名
、
個
人
番
号
そ
の
他
の
事
項
を
記
載
し
た
補
償
の
請
求
書
を
療
養
補
償
た
る
療
養
に
あ
つ
て
は
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
又
は
訪
問
看
護
事
業
者
を
、
療
養
補
償
た
る
療
養
の
費
用
に
あ
つ
て

は
任
命
権
者
を
経
由
し
て
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
基
金
は
、
前
項
の
認
定
の
請
求
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
補
償
に
関
す
る
決
定
の
通
知
に
先
だ
つ
て
そ
の
負
傷
又
は
疾
病
が
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
認
定
し
、
そ
の
結
果
を
請
求
者
及
び
職
員
の

任
命
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
休
業
補
償
、
障
害
補
償
年
金
及
び
遺
族
補
償
年
金
を
除
く
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関

す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
預
貯
金
口
座
（
以
下
「
公
金
受
取
口
座
」
と
い
う
。
）
へ
の
払
込
み
を
希
望
し
な
い
場
合
に
は
、
個
人

番
号
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
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（
傷
病
補
償
年
金
の
支
給
の
決
定
等
）

第
三
十
条
の
二
　
基
金
は
、
職
員
が
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一
年
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
相
当
の
期
間
内
に
、
基
準
日
に
お
い
て
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
当
該
職
員
及
び
当
該
職
員
の
任
命
権
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、

同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
傷
病
補
償
年
金
の
支
給
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
金
は
、
職
員
が
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
基
準
日
後
に
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
決
定
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
そ
の
旨
を
当
該
職
員
及
び
当
該
職
員
の
任
命
権
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
傷
病
補
償
年
金
の
支
給
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
基
金
は
、
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
て
い
る
者
が
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
決
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
当
該
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
て
い
る
者
及
び
当
該
傷
病
補
償
年
金
に

係
る
職
員
の
任
命
権
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
傷
病
等
級
に
応
ず
る
傷
病
補
償
年
金
の
支
給
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
基
金
は
、
職
員
が
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
基
準
日
後
に
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
旨
を
申
請
し
た
場
合
に
は
、

速
や
か
に
こ
れ
に
対
す
る
決
定
を
行
い
、
当
該
職
員
及
び
当
該
職
員
の
任
命
権
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
職
員
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
傷
病
補
償
年
金
の
支
給
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
基
金
は
、
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
て
い
る
者
が
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
を
申
請
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
て
い
る
者
が
同
項
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
決
定

し
、
該
当
す
る
と
き
は
速
や
か
に
そ
の
旨
を
当
該
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
て
い
る
者
及
び
当
該
傷
病
補
償
年
金
に
係
る
職
員
の
任
命
権
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
傷
病
等
級
に
応
ず
る
傷
病
補
償
年
金

の
支
給
の
決
定
を
し
、
該
当
し
な
い
と
き
は
速
や
か
に
そ
の
旨
を
当
該
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
て
い
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
旨
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
を
申
請
す
る
者
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
職
員
の
任
命
権
者
を

経
由
し
て
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
基
金
は
、
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
て
い
る
者
の
障
害
の
程
度
が
別
表
第
二
に
定
め
る
傷
病
等
級
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
も
の
と
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
て
い
る
者
及
び
当
該
傷
病
補
償
年
金
に

係
る
職
員
の
任
命
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遺
族
補
償
年
金
の
請
求
の
代
表
者
）

第
三
十
一
条
　
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
そ
の
う
ち
の
一
人
を
遺
族
補
償
年
金
の
請
求
及
び
受
領
に
つ
い
て
の
代
表
者
に
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
世

帯
を
異
に
す
る
等
や
む
を
え
な
い
事
情
の
た
め
、
代
表
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
代
表
者
を
選
任
し
、
又
は
そ
の
代
表
者
を
解
任
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
書
面
で
そ
の
旨
を
基
金
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、

あ
わ
せ
て
そ
の
代
表
者
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
所
在
不
明
に
よ
る
支
給
停
止
の
申
請
等
）

第
三
十
二
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
の
停
止
を
申
請
す
る
者
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
請
書
を
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
す
る
者
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
及
び
年
金
証
書
を
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
年
金
証
書
）

第
三
十
三
条
　
基
金
は
、
年
金
た
る
補
償
の
支
給
の
決
定
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
当
該
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
に
対
し
、
あ
わ
せ
て
年
金
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
金
は
、
す
で
に
交
付
し
た
年
金
証
書
の
記
載
事
項
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
当
該
証
書
と
引
換
え
に
新
た
な
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
基
金
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
年
金
証
書
の
提
出
又
は
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
　
年
金
証
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
証
書
を
亡
失
し
、
又
は
著
し
く
損
傷
し
た
と
き
は
、
再
交
付
の
請
求
書
に
亡
失
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
損
傷
し
た
証
書
を
添
え
て
、
証
書
の
再
交

付
を
基
金
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
年
金
証
書
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
後
に
お
い
て
亡
失
し
た
証
書
を
発
見
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
こ
れ
を
基
金
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条
　
年
金
証
書
の
交
付
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
遺
族
は
、
当
該
証
書
に
係
る
年
金
た
る
補
償
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
年
金
証
書
を
基
金
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
療
養
の
現
状
等
に
関
す
る
報
告
）

第
三
十
五
条
の
二
　
基
金
は
、
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一
年
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
当
該
負
傷

又
は
疾
病
が
治
つ
て
い
な
い
者
か
ら
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
日
後
一
箇
月
以
内
に
、
氏
名
、
個
人
番
号
そ
の
他
の
事
項
を
記
載
し
た
療
養
の
現
状
等
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
基
金
は
、
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一
年
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
後
に
お
い
て
当
該
負
傷
又
は
疾
病
が

治
つ
て
い
な
い
者
か
ら
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
、
個
人
番
号
そ
の
他
の
事
項
を
記
載
し
た
療
養
の
現
状
等
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
に
規
定
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
金
が
療
養
の
現
状
等
に
関
す
る
報
告
書
を
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ

く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
（
令
和
六
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
九
号
）
第
百
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
に
利
用
し
な
い
場
合
に
は
、
個
人
番
号
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
定
期
報
告
）

第
三
十
六
条
　
年
金
た
る
補
償
を
受
け
る
者
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
年
一
回
二
月
一
日
か
ら
同
月
末
日
ま
で
の
間
に
そ
の
障
害
の
現
状
又
は
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
遺
族
の
現
状
に
関
す
る

報
告
書
を
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
基
金
が
あ
ら
か
じ
め
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
て
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
届
出
）

第
三
十
七
条
　
年
金
た
る
補
償
を
受
け
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
基
金
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
個
人
番
号
を
変
更
し
た
場
合
又
は
新
た
に
個
人
番
号
の
通
知
を
受
け
た
場
合

二
　
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
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イ
　
そ
の
負
傷
又
は
疾
病
が
治
つ
た
場
合

ロ
　
そ
の
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

三
　
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

四
　
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

イ
　
法
第
三
十
四
条
第
一
項
（
同
項
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
者
の
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
場
合

ロ
　
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
数
に
増
減
を
生
じ
た
場
合

ハ
　
法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
一
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

２
　
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
遺
族
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
基
金
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
届
出
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
そ
の
他
の
資
料
を
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
並
び
に
第
三
十
三
条
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
第
二
項
の
届

出
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
基
金
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
当
該
届
出
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
節
　
福
祉
事
業

（
福
祉
事
業
の
種
類
）

第
三
十
八
条
　
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
職
員
及
び
そ
の
遺
族
の
福
祉
に
関
し
て
必
要
な
事
業
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
外
科
後
処
置
に
関
す
る
事
業

二
　
補
装
具
に
関
す
る
事
業

三
　
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
事
業

四
　
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
に
関
す
る
事
業

五
　
休
業
援
護
金
の
支
給

六
　
在
宅
介
護
を
行
う
介
護
人
の
派
遣
に
関
す
る
事
業

七
　
奨
学
援
護
金
の
支
給

八
　
就
労
保
育
援
護
金
の
支
給

九
　
傷
病
特
別
支
給
金
の
支
給

十
　
障
害
特
別
支
給
金
の
支
給

十
一
　
遺
族
特
別
支
給
金
の
支
給

十
二
　
障
害
特
別
援
護
金
の
支
給

十
三
　
遺
族
特
別
援
護
金
の
支
給

十
四
　
傷
病
特
別
給
付
金
の
支
給

十
五
　
障
害
特
別
給
付
金
の
支
給

十
六
　
遺
族
特
別
給
付
金
の
支
給

十
七
　
障
害
差
額
特
別
給
付
金
の
支
給

十
八
　
長
期
家
族
介
護
者
援
護
金
の
支
給

２
　
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
公
務
上
の
災
害
の
防
止
に
関
す
る
活
動
を
行
う
団
体
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
事
業

二
　
公
務
上
の
災
害
を
防
止
す
る
対
策
の
調
査
研
究
に
関
す
る
事
業

三
　
公
務
上
の
災
害
を
防
止
す
る
対
策
の
普
及
及
び
推
進
に
関
す
る
事
業

（
福
祉
事
業
の
実
施
）

第
三
十
九
条
　
基
金
は
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
職
員
及
び
そ
の
遺
族
の
福
祉
に
関
し
て
必
要
な
事
業
並
び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、

そ
の
内
容
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
福
祉
事
業
の
申
請
等
）

第
四
十
条
　
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
、
個
人
番
号
そ
の
他
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
者

は
、
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
し
な
い
場
合
に
は
、
個
人
番
号
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
基
金
は
、
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
申
請
者
に
対
し
、
承
認
す
る
か
ど
う
か
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
一
条
　
削
除
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第
四
章
　
費
用
の
負
担

（
概
算
負
担
金
の
納
付
）

第
四
十
二
条
　
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
地
方
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
会
計
年
度
の
初
日
（
新
た
に
設
置
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
置
の
日
）
か
ら
四
十
五
日
以
内
に
定
款

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
概
算
負
担
金
を
、
基
金
の
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
に
添
え
て
、
基
金
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
　
削
除

（
概
算
負
担
金
の
追
加
納
付
）

第
四
十
四
条
　
地
方
公
共
団
体
等
は
、
会
計
年
度
の
中
途
に
お
い
て
定
款
に
定
め
る
割
合
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
基
金
が
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
概
算
負
担
金
を
基
金
に
追
加
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
概
算
負
担
金
の
分
割
納
付
）

第
四
十
五
条
　
地
方
公
共
団
体
等
（
当
該
年
度
の
十
月
一
日
以
降
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
等
を
除
く
。
）
は
、
基
金
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
概
算
負
担
金
を
分
割
し
て
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
分
割
納
付
は
、
四
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
八
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
及
び
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
各
期
（
当
該
年
度
に
お
い
て
、
四
月
二
日
か
ら
五
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
等
に
つ
い
て
は
当
該
設
置
の
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
を
、
六
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
等
に
つ
い
て
は
当
該
設
置
の
日
か

ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
を
、

初
の
期
と
す
る
。
）
に
分
け
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
納
付
を
す
る
地
方
公
共
団
体
等
は
、
概
算
負
担
金
の
額
を
期
の
数
で
除
し
て
得
た
額
を
各
期
分
の
概
算
負
担
金
と
し
て
、

初
の
期
分
の
概
算
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
年
度
の
初
日
（
当
該
年
度

の
四
月
二
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
等
の

初
の
期
分
の
概
算
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
置
の
日
）
か
ら
四
十
五
日
以
内
、
そ
の
後
の
各
期
分
の
概
算
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
前
の
期
の
末
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
納
付
を
す
る
地
方
公
共
団
体
等
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
追
加
納
付
に
係
る
概
算
負
担
金
を
、
基
金
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
納
付
の
義
務
の
生
じ
た
日
以
後
に
係
る
第
二
項
の

各
期
に
分
け
て
分
割
し
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
確
定
負
担
金
の
報
告
等
）

第
四
十
六
条
　
地
方
公
共
団
体
等
は
、
毎
会
計
年
度
の
終
了
（
消
滅
し
た
地
方
公
共
団
体
等
に
あ
つ
て
は
当
該
消
滅
の
日
）
後
六
月
以
内
に
、
当
該
年
度
の
決
算
に
計
上
さ
れ
た
定
款
に
定
め
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
職
員
に
係
る
給
与

の
総
額
に
定
款
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
算
定
し
た
確
定
負
担
金
の
額
、
そ
の
他
基
金
の
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
金
は
、
地
方
公
共
団
体
等
が
納
付
し
た
概
算
負
担
金
の
額
が
確
定
負
担
金
の
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
額
を
、
次
の
会
計
年
度
の
概
算
負
担
金
又
は
未
納
の
負
担
金
に
充
当
し
、
又
は
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
地
方
公
共
団
体
等
は
、
納
付
し
た
概
算
負
担
金
の
額
が
確
定
負
担
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
不
足
額
を
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
添
え
て
、
基
金
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
　
雑
則

（
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
届
出
）

第
四
十
七
条
　
補
償
の
原
因
で
あ
る
災
害
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
つ
て
生
じ
た
と
き
は
、
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
は
、
そ
の
事
実
、
第
三
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
第
三
者
の
氏
名
及
び
住
所
が
わ
か
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）
並
び
に

被
害
の
状
況
を
、
遅
滞
な
く
、
基
金
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旅
費
の
支
給
）

第
四
十
八
条
　
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た
者
に
対
す
る
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
規
定
に
準
じ
て
基
金
が
定
め
る
。

（
通
勤
に
よ
る
災
害
に
係
る
一
部
負
担
金
）

第
四
十
八
条
の
二
　
法
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
職
員
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
第
三
者
の
行
為
に
よ
つ
て
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
者

二
　
療
養
開
始
後
三
日
以
内
に
死
亡
し
た
者

三
　
休
業
補
償
を
受
け
な
い
者

四
　
同
一
の
通
勤
に
よ
る
災
害
に
関
し
、
既
に
一
部
負
担
金
を
払
い
込
ん
だ
者

五
　
船
員

２
　
法
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
二
百
円
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
円
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
額
が
、
現
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
総
額
又
は
休
業
補
償
の
総
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
総
額
の
う
ち
小
さ
い
額
（
そ
れ
ら
の
総
額
が
同
じ
額
の
と
き
は
そ
の
額
）
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

（
任
命
権
者
の
協
力
等
）

第
四
十
九
条
　
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
が
、
事
故
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
み
ず
か
ら
補
償
の
請
求
そ
の
他
の
手
続
を
行
な
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
任
命
権
者
は
、
そ
の
手
続
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
助
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
任
命
権
者
は
、
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
か
ら
補
償
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
証
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
証
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
端
数
の
処
理
）

第
五
十
条
　
補
償
、
福
祉
事
業
及
び
負
担
金
に
係
る
端
数
計
算
に
つ
い
て
は
国
等
の
債
権
債
務
等
の
金
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
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（
平
成
二
十
六
年
四
月
以
降
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
補
償
等
に
係
る
平
均
給
与
額
の
特
例
）

第
五
十
一
条
　
平
成
二
十
五
年
度
に
お
い
て
新
た
に
、
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
に
基
づ
く
国
家
公
務
員
の
給
与
の
減
額
の
措
置
を
踏
ま
え
た
職
員
の
給
与
の
減
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
減
額
支
給
措
置
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
地
方
公
共
団
体
等
の
職
員
に
対
し
て
平
成
二
十
六
年
四
月
以
降
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
補
償
及
び
福
祉
事
業
に
係
る
平
均
給
与
額
で
あ
つ
て
、
当
該
給
与

減
額
支
給
措
置
に
よ
り
減
ぜ
ら
れ
た
給
与
を
基
に
計
算
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与
減
額
支
給
措
置
が
な
い
も
の
と
し
て
法
第
二
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
又
は
規
則
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
若
し
く
は

第
六
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
す
る
。

（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
補
償
等
の
特
例
）

第
五
十
二
条
　
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
法
の
規
定
に
よ
る
補
償
及
び
福
祉
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
補
償
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
前
に
算
定
さ

れ
た
平
均
給
与
額
を
基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
た
補
償
等
の
額
（
法
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
補
償
並
び
に
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
傷
病
特
別
給
付
金
、
障
害
特
別
給
付
金
及
び
遺
族
特
別
給
付
金
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
年
金
た
る
補
償
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
法
第
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
支
払
期
月
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
も
の
と
さ
れ
る
月
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
支
払
期
月
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
た
額
の
合
計
額
）
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
加
え
た
額
と
す
る
。

一
　
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
算
定
さ
れ
た
平
均
給
与
額
を
基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
る
額
（
年
金
た
る
補
償
等
に
あ
つ
て
は
、
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
る
額
の
合
計
額
）

二
　
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
前
に
算
定
さ
れ
た
平
均
給
与
額
を
基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
た
額
（
年
金
た
る
補
償
等
に
あ
つ
て
は
、
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
た
額
の
合
計
額
）

三
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
補
償
等
に
関
す
る
区
分
に
従
い
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額

イ
　
年
金
た
る
補
償
等
　
第
一
号
の
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
る
額
か
ら
第
二
号
の
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
、
当
該
年
金
た
る

補
償
等
の
支
給
の
対
象
と
さ
れ
た
月
を
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

ロ
　
年
金
た
る
補
償
等
以
外
の
補
償
等
　
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
、
同
号
に
掲
げ
る
額
が
支
給
さ
れ
た
日
を
基
準
と
し
て
総
務

大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
基
金
が
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
特
別
負
担
金
）

第
三
条
の
二
　
地
方
公
共
団
体
等
は
、
平
成
二
十
四
年
度
に
限
り
、
第
四
十
二
条
の
概
算
負
担
金
の
ほ
か
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
特
別
負
担
金
を
、
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
基
金
に
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
）

第
三
条
の
三
　
法
附
則
第
五
条
の
二
及
び
令
附
則
第
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
、
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
、
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
の
う
ち
、
当
該
死
亡
し
た
日

の
属
す
る
年
度
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
死
亡
年
度
」
と
い
う
。
）
の
前
年
度
以
前
の
期
間
に
係
る
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
の
額
の
計
算
は
、
各
年
度
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
の
額
に
死

亡
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
を
当
該
各
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
五
条
の
二
及
び
令
附
則
第
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
、
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
、
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
で

あ
つ
て
、
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
死
亡
年
度
の
前
年
度
以
前
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
の
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
計
算
は
、
そ
の
現
に
支
給
さ
れ
た
障

害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
死
亡
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
を
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
四

月
一
日
に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
障
害
加
重
の
場
合
の
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
）

第
四
条
　
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
法
第
二
十
九
条
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
（
当

該
障
害
補
償
年
金
の
う
ち
、
死
亡
年
度
の
前
年
度
以
前
の
期
間
に
係
る
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
）
及
び
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
前

払
一
時
金
の
額
（
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
死
亡
年
度
の
前
年
度
以
前
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
）
の
合
計

額
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
基
金
は
、
そ
の
者
の
遺
族
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き
、
補
償
と
し
て
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
の
障
害
補
償
年
金
差
額
一

時
金
を
支
給
す
る
。

一
　
加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合
　
加
重
後
の
障
害
等
級
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
法
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
条
に

規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
に
加
重
後
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
か
ら
、
加
重
前
の
障
害

等
級
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
に
加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二

条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
を
差
し
引
い
た
額

二
　
加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合
　
加
重
後
の
障
害
等
級
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
法
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
条
に

規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
に
加
重
後
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
に
、
当
該
障
害
補
償
年

金
に
係
る
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
を
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
加
重
後
の
障
害
の
程
度
に
応
ず
る
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
額
（
加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
条
に
規
定
す
る
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公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
加
重
後
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

て
得
た
額

２
　
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
船
員
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
額
）
」
と
あ
る
の
は
「
額
）
に
令
附

則
第
一
条
の
三
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
加
算
し
た
額
）
」
と
あ
る
の
は
「
加
算
し
た
額
）
に
令
附
則
第
一
条
の
三
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
」
と
、
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）

第
四
条
の
二
　
法
附
則
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
支
給
に
係
る
申
出
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
障
害
補
償
年
金
の

初
の
支
払
に
先
立
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

既
に
障
害
補
償
年
金
の
支
払
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
基
金
の
行
う
当
該
障
害
補
償
年
金
の
支
給
の
決
定
に
関
す
る
通
知
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
申
出
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
前
項
の
申
出
は
、
同
一
の
災
害
に
つ
き
二
回
以
上
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
条
の
三
　
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
法
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
当
該
障
害
補
償
年
金

に
つ
い
て
法
第
二
十
九
条
第
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
附
則
第
四
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
額
（
加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災

害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
額
）
と
し
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
障
害
補
償

年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
」
と
い
う
。
）
又
は
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
の
範
囲
内
で
、
平
均
給
与
額
の
千
二
百
日
分
、
千
日
分
、
八
百
日
分
、
六
百
日
分
、
四
百
日
分
若
し
く
は
二
百
日
分
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
、

当
該
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
平
均
給
与
額
の
千
二
百
日
分
、
千
日
分
、
八
百
日
分
、
六
百
日
分
、
四

百
日
分
又
は
二
百
日
分
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
、
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
か
ら
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
当
該
障
害
補

償
年
金
の
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
当
該
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。

２
　
船
員
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額
に
令
附
則
第
一
条
の
三
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
」
と
、
「
附
則
第
四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
各
号
」
と
す
る
。

第
四
条
の
四
　
障
害
補
償
年
金
は
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
（
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
）
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
が
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の

初
の
法
第
四
十
条
第
三
項
に
定
め
る
支
払
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
月
以
前
の
各
月
（
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
月
に
限
る
。
）
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
障
害
補
償
年
金
の
額

二
　
前
号
の
支
払
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
月
後
の
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
障
害
補
償
年
金
の
額
を
、
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
災
害
発
生
の
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
当
該
支
払
期
月
以
後
の
経
過
年
数
（
当
該
年
数
に

一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た
額

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
支
給
の
停
止
が
終
了
す
る
月
に
係
る
障
害
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支
払
期
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金

前
払
一
時
金
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
る
期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間
に
係
る

合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
額
、
当
該
支
払
期
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
か
ら
全
額
停
止
期
間
に
係
る
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
に
法
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
災
害
発
生
の
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
当
該
終
了
す
る
月
の
前
項
に
規
定
す
る
経
過
年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
終
了
す
る
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
障
害
補
償
年

金
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

（
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）

第
四
条
の
五
　
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
支
給
に
係
る
申
出
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遺
族
補
償
年
金
の

初
の
支
払
に
先
立
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既

に
遺
族
補
償
年
金
の
支
払
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
基
金
が
行
う
当
該
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
の
決
定
に
関
す
る
通
知
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
前
項
の
申
出
は
、
同
一
の
災
害
に
つ
き
二
回
以
上
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
条
の
六
　
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
に
お
け
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
請
求
及
び
受
領
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
条
の
七
　
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
平
均
給
与
額
の
千
日
分
、
八
百
日
分
、
六
百
日
分
、
四
百
日
分
又
は
二
百
日
分
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権

利
を
有
す
る
遺
族
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
代
表
者
が
選
任
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
代
表
者
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ

れ
た
場
合
に
は
、
平
均
給
与
額
の
八
百
日
分
、
六
百
日
分
、
四
百
日
分
又
は
二
百
日
分
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
、
平
均
給
与
額
の
千
日
分
に
相
当
す
る
額
か
ら
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
当
該
遺
族

補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。

２
　
船
員
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
千
日
分
」
と
あ
る
の
は
「
千
八
十
日
分
」
と
す
る
。

３
　
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
規
定
す
る
額
を
そ
の
人
数
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

第
四
条
の
八
　
遺
族
補
償
年
金
は
、
附
則
第
四
条
の
五
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
（
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
）
の
属
す
る
月
（
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
遺
族
で
あ
つ
て
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有

す
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
遺
族
補
償
年
金
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
が
附
則
第
四
条
の
五
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
が
当
該
遺
族
補
償
年
金
に
係
る
職

員
の
死
亡
の
時
期
に
応
じ
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
支
給
停
止
解
除
年
齢
」
と
い
う
。
）
に
達
す
る
月
）
の
翌
月
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
特
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例
遺
族
補
償
年
金
受
給
権
者
が
附
則
第
四
条
の
五
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
支
給
停
止
解
除
年
齢
に
達
す
る
月
ま
で
の
間
に
係
る
額
を
除
く
。
）
が
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
達

す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
遺
族
補
償
年
金
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の

初
の
法
第
四
十
条
第
三
項
に
定
め
る
支
払
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
月
以
前
の
各
月
（
附
則
第
四
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
月
に
限
る
。
）
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
遺
族
補
償
年
金
の
額

二
　
前
号
の
支
払
期
月
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
月
後
の
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
遺
族
補
償
年
金
の
額
を
、
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
災
害
発
生
の
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
当
該
支
払
期
月
以
後
の
経
過
年
数
（
当
該
年
数
に

一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た
額

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
の
停
止
が
終
了
す
る
月
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支
払
期
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金

前
払
一
時
金
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
る
期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間
に
係
る

合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
額
、
当
該
支
払
期
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
か
ら
全
額
停
止
期
間
に
係
る
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
に
法
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
災
害
発
生
の
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
当
該
終
了
す
る
月
の
前
項
に
規
定
す
る
経
過
年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
終
了
す
る
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
遺
族
補
償
年

金
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

（
遺
族
補
償
一
時
金
の
支
給
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
計
算
）

第
五
条
　
法
附
則
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
第
一
項
並
び
に
令
附
則
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
、
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支

給
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
で
あ
つ
て
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
当
該
権
利
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
以
前
に
生
じ
た
も

の
で
あ
る
場
合
の
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
計
算
は
、
そ
の
現
に
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
当
該
権
利
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水

準
を
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
率

を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
届
出
等
）

第
五
条
の
二
　
年
金
た
る
補
償
を
受
け
る
者
は
、
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
令
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
、
そ
の
給
付
の
額
が
変
更
さ
れ
た
場
合
又
は

そ
の
支
給
を
受
け
ら
れ
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
す
み
や
か
に
そ
の
旨
を
基
金
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
基
金
が
番
号
利
用
法
第
十
九
条
第
八
号
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
経
由
し
て
当
該
届
出
に
係
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、

当
該
届
出
に
係
る
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
六
条
　
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
遺
族
で
支
給
停
止
解
除
年
齢
に
達
し
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
六
条
中
「
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
」
と
、
「
基
礎
と
な
る
遺
族
」
と
あ
る
の
は
「
基
礎
と
な
る
遺
族
（
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
遺
族

補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
遺
族
で
あ
つ
て
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
に
係
る
職
員
の
死
亡
の
時
期
に
応
じ
、
同
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
」
と
、
第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
受

け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
二
月
二
一
日
自
治
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
〇
月
三
〇
日
自
治
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
二
月
一
七
日
自
治
省
令
第
二
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
暫
定
手
当
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
昭
和
四
十
五
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
発
生
し
た
事
故
に
起
因
す
る
負
傷
若
し
く
は
死
亡
又
は
同
日
以
前
に
診
断
に
よ
つ
て
そ
の
発
生
が
確
定
し
た
疾
病
に
係
る
平
均
給
与
額
に
関
す
る
改
正
後
の
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
附
則
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
手
当
及
び
次
に
掲
げ
る
も
の
」
と
す
る
。

３
　
採
用
の
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
属
す
る
場
合
の
平
均
給
与
額
に
関
す
る
改
正
後
の
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
特
地
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
の
月
額
」
と
あ
る
の
は

「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
手
当

の
月
額
、
特
地
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
の
月
額
」
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
採
用
の
日
が
昭
和
四
十
五
年
四
月
三
十
日
以
前
に
属
す
る
場
合
の
平
均
給
与
額
に
関
す
る
改
正
後
の
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
特
地
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手

当
を
含
む
。
）
の
月
額
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
六

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
手
当
の
月
額
、
同
法
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
隔
遠
地
手
当
の
月
額
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
七
月
六
日
自
治
省
令
第
一
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に
発
生
し
た
事
故
に
起
因
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
障
害
補
償
及
び
遺
族
補
償
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
〇
月
三
〇
日
自
治
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
七
条
の
改
正
規
定
（
「
第
二
条
の

二
」
を
「
第
二
条
の
三
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
第
三
十
九
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
〇
月
二
五
日
自
治
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
四
月
一
日
自
治
省
令
第
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
昭
和
五
十
一
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
治
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
補
償
年
金
の
額
を
改
定
し
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

３
　
昭
和
五
十
一
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
治
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
す
る
額
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
支
給
額
に
、
同
条
第
二
項
及
び
前
項
に
定
め
る
事
由
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
年

金
額
の
改
定
事
由
」
と
い
う
。
）
が
生
じ
た
日
以
後
に
お
け
る
法
（
附
則
第
八
条
第
一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
金
た
る
補
償
の
額
を
年
金
額
の
改
定
事
由
が
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
法
（
附
則
第

八
条
第
一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
金
た
る
補
償
の
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
年
金
額
の
改
定
事
由
が
生
じ
た
日
以
後
に
お
け
る
法
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年

金
た
る
補
償
の
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
法
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
金
た
る
補
償
の
額
に
相
当
す
る
額
）
と
す
る
。

４
　
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一

年
六
箇
月
以
上
を
経
過
し
た
者
で
施
行
日
に
お
い
て
当
該
負
傷
又
は
疾
病
が
治
つ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
を
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

一
年
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
六
月
七
日
自
治
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
三
十
八
条
及
び
第
四
十
一
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
二
月
八
日
自
治
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
八
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
月
二
九
日
自
治
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
五
年
八
月
三
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
〇
月
三
一
日
自
治
省
令
第
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

２
　
改
正
後
の
附
則
第
四
条
の
五
及
び
第
四
条
の
七
第
二
項
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た

場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
二
七
日
自
治
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
九
月
二
九
日
自
治
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
九
月
三
〇
日
自
治
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第
三
条
第
五
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
月
三
一
日
自
治
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
五
月
一
一
日
自
治
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
九
月
二
九
日
自
治
省
令
第
二
七
号
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
の
九
を
削
る
改
正
規
定
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由

が
生
じ
た
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
新
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
施
行
日
前
に
療
養
を
開
始
し
た
職
員
に
休
業
補
償
を
支
給
す
べ
き
場
合
に
お
け
る
新
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
当
該
療
養
の
開
始
後
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
以
後
」
と
す
る
。

12



第
四
条
　
新
規
則
附
則
第
三
条
の
三
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
の
支
給
に
関
し
、
平
成
三
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
障
害
補
償
年
金
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
障
害
補

償
年
金
前
払
一
時
金
の
合
計
額
の
計
算
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
障
害
補
償
年
金
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
合
計
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

第
五
条
　
新
規
則
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
遺
族
補
償
一
時
金
の
支
給
に
関
し
、
平
成
三
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由

が
生
じ
た
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
六
条
　
平
成
三
年
四
月
一
日
前
に
お
け
る
附
則
第
四
条
の
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
法
第
二
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
条
第
十
一
項
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
二
九
日
自
治
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
四
日
自
治
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
二
九
日
自
治
省
令
第
三
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一

年
六
箇
月
以
上
を
経
過
し
た
者
で
施
行
日
に
お
い
て
当
該
負
傷
又
は
疾
病
が
治
っ
て
い
な
い
も
の
（
傷
病
補
償
年
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
を
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補

償
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
年
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
六
月
一
六
日
自
治
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
九
日
自
治
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
四
月
一
三
日
自
治
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
五
日
総
務
省
令
第
一
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
の
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
地
方

公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
平
均
給
与
額
等
を
定
め
る
省
令
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
日
総
務
省
令
第
一
〇
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
一
月
二
二
日
総
務
省
令
第
一
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
又
は
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
第

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
平
均
給
与
額
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
平
均
給
与
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
期
間
が
あ
る
と
き
の
平
均
給
与
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
一
〇
日
総
務
省
令
第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
一
二
日
総
務
省
令
第
一
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
の
改
正
規
定
は
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
に
係
る
事
業
計
画
及
び
予
算
か
ら
適
用

し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
事
業
計
画
及
び
予
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
度
分
の
負
担
金
か
ら
適
用
し
、
平
成
十
五
年
度
分
ま
で
の
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
五
日
総
務
省
令
第
五
二
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
の
初
日
及
び
末
日
が
平
成
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
総
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
通
勤
手
当
の
額
は
、
同
項

に
規
定
す
る
期
間
の
う
ち
同
年
二
月
か
ら
同
年
四
月
ま
で
の
期
間
に
支
給
を
受
け
た
通
勤
手
当
の
総
額
に
、
同
年
五
月
以
後
の
同
項
に
規
定
す
る
期
間
の
各
月
ご
と
の
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規

則
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
合
計
額
の
当
該
期
間
に
お
け
る
総
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
三
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
寒
冷
地
手
当
に
係
る
平
均
給
与
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
災
害
発
生
の
日
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
災
害
発
生
の
日
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
一
月
三
十

日
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第
二
条
及
び
第
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
寒
冷
地
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
寒

冷
地
手
当
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
号
。
以
下
「
旧
寒
冷
地
手
当
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す
る
寒
冷
地
手
当
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
本
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
支
給

さ
れ
る
も
の
（
旧
寒
冷
地
手
当
法
第
一
条
に
規
定
す
る
寒
冷
地
手
当
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
一
年
間
に
」
と
あ
る
の
は
「
以
前
に
お
け
る

も
近
い
支
給
日
に
お
い
て
、
」
と
、
「
と
き
に
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
に
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
以
前
」
と
あ
る
の
は
「
以
前
」
と
、
「
寒
冷
地
手
当
の
支
給
日
に
」
と
あ
る
の
は
「
旧
寒
冷
地
手
当
法

第
一
条
に
定
め
る
基
準
日
に
相
当
す
る
日
か
ら
災
害
発
生
の
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
」
と
、
「
に
五
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
（
旧
寒
冷
地
手
当
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
返
納
額
相
当
額
が
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該

額
を
減
じ
た
額
）
」
と
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第
二
条
の
二
第
一
項
中
「
支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
さ
れ
る
も
の
（
旧
寒
冷
地
手
当
法
第
一
条
に
規
定
す
る
寒
冷

地
手
当
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
「
手
当
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
に
つ
い
て
」
と
、
「
及
び
第
三
項
中
「
寒
冷
地

手
当
」
と
あ
る
の
は
「
寒
冷
地
手
当
に
相
当
す
る
手
当
」
」
と
あ
る
の
は
「
中
「
寒
冷
地
手
当
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
寒
冷
地
手
当
に
相
当
す
る
手
当
は
、
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
寒
冷
地
手
当
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
寒
冷
地
手
当
に

相
当
す
る
手
当
の
額
」
」
と
す
る
。

第
三
条
　
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第
二
条
及
び
第
二
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
発
生
の
日
が
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
旧
寒
冷
地
手
当
法

第
一
条
の
規
定
に
相
当
す
る
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
条
例
（
当
該
条
例
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
規
則
そ
の
他
の
規
程
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
た
職
員
に
係
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行

規
則
第
二
条
及
び
第
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
寒
冷
地
手
当
に
係
る
平
均
給
与
額
の
計
算
の
特
例
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第
二
条
及
び
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
は
平
均
給
与
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
並
び
に
平
均
給
与
額
が
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合

の
平
均
給
与
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
基
金
が
総
務
大
臣
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
一
三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
平
成
十
六
年
の
障
害
の
等
級
の
改
定
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
職
員
が
平
成
十
六
年
六
月
三
十
日
以
前
に
公
務
上
死
亡
し
、
若
し
く
は
通
勤
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
又
は
同
日
以
前
に
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
法
別
表
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
補
償
に
係
る
障
害
の
等
級
の
改
定
等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
及
び
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
別
表
（
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
改
正
法
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で

の
間
に
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
夫
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
又
は
法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
平
成
十
六
年
改

正
法
附
則
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
平
成
十
六
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
別
表
、
平
成
十
六
年
改
正
法
の
施
行
の
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
の
初
日
以
後
に
当
該
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
又
は
同
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
別
表
）
」
と
す
る
。

２
　
職
員
が
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
障
害
補
償
に
係
る
障
害
の
等
級
の
改
定
等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
及
び
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
平
成

十
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
公
務
上
死
亡
し
、
若
し
く
は
通
勤
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
又
は
当
該
期
間
に
お
い
て
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に

お
け
る
第
二
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
法
別
表
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
補
償
に
係
る
障
害
の
等
級
の
改
定
等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
及
び
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
平
成
十
六
年
改
正
法
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
法
別
表
（
平
成
十
六
年
改
正
法
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
以
後
に
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
夫
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

又
は
法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
平
成
十
六
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
別
表
）
」
と
す
る
。
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３
　
平
成
十
六
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
信
託
業
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
六
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
均
給
与
額
の
計
算
の
特
例
に
か
か
る
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
発
生
し
た
事
故
に
起
因
す
る
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
係
る
補
償
に
お
け
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う

。
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
地
域
手
当
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
域
手
当
若
し
く
は
調
整
手
当
」
と
す
る
。

（
平
成
十
八
年
の
障
害
等
級
の
改
定
に
伴
う
経
過
措
置
）

３
　
職
員
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
公
務
上
死
亡
し
、
若
し
く
は
通
勤
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
又
は
施
行
日
前
に
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
施
行
日
以
後
に
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
夫
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
又
は
法
第

三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
同
項
の
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
妻
が
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
に
お
け
る
新
規
則
第
二
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
福
祉
事
業
に
か
か
る
経
過
措
置
）

４
　
新
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
福
祉
事
業
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
二
二
日
総
務
省
令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
四
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
福
祉
事
業
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
福
祉
事

業
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
総
務
省
令
第
一
〇
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第
一
条
の
五
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
発
生
し
た
事
故
に
起
因
す
る
通
勤
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
発
生
し
た
事
故
に
起
因
す
る
通
勤
に
よ
る

災
害
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
一
九
日
総
務
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
七
月
一
日
総
務
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
二
月
一
五
日
総
務
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
職
員
が
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
治
っ
た
と
き
、
又
は
障
害
補
償
年
金
を
受

け
る
者
の
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
の
程
度
に
施
行
日
前
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
存
し
た
障
害
に
係
る
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
別
表
第
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
職
員
が
施
行
日
前
に
公
務
上
死
亡
し
、
若
し
く
は
通
勤
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
（
施
行
日
以
後
に
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
夫
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
若
し
く

は
兄
弟
姉
妹
の
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
又
は
法
第
三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
同
項
の
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
妻
が
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
又
は
施
行

日
前
に
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
の
遺
族
の
障
害
の
状
態
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条
　
職
員
が
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
平
成
二
十
二
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
治
っ
た
と
き
、
又
は
障
害
補
償
年
金
を
受

け
る
者
の
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
の
程
度
に
当
該
期
間
に
お
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
存
し
た
障
害
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
第
十
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二
級
の
項
第
十
四
号
又
は
第
十
四
級
の
項
第
十
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
負
傷
若
し
く
は
疾
病
が
治
っ
た
日
又
は
当
該
変
更
が
あ
っ
た
日
か
ら
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
五
条
　
職
員
が
平
成
二
十
二
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
公
務
上
死
亡
し
、
若
し
く
は
通
勤
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
当
該
期
間
に
お
い
て
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該
職
員
の
遺
族
に
障
害
を
有
す
る
者
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
遺
族
の
障
害
（
旧
規
則
別
表
第
三
第
十
二
級
の
項
第
十
四
号
又
は
第
十
四
級
の
項
第
十
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
当
該
期
間
に
お
い
て
法
第

三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
夫
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
存
し
た
障
害
（
旧
規
則
別
表
第
三
第
十
二
級
の
項
第
十
四
号
又
は
第
十
四
級
の
項
第
十
号
に
該
当
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
状
態
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
職
員
が
死
亡
し
た
日
又
は
当
該
変
更
が
あ
っ
た
日
か
ら
新
規
則
別
表
第
三
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
七
日
総
務
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
日
総
務
省
令
第
九
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
二
五
日
総
務
省
令
第
九
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
一
六
日
総
務
省
令
第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
勤
労
青
少
年
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
四
日
総
務
省
令
第
一
〇
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
一
九
日
総
務
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
第
一
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
以
後
に
発
生
し
た
事
故
に
起
因
す
る
通
勤
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
発
生

し
た
事
故
に
起
因
す
る
通
勤
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
一
〇
日
総
務
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
二
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
支
給
停
止
及
び
同
令
附
則
第
四
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
停
止
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
一
五
日
総
務
省
令
第
九
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
一
八
日
総
務
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
二
九
日
総
務
省
令
第
七
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
二
七
日
総
務
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
関
係
）

一
　
公
務
上
の
負
傷
に
起
因
す
る
疾
病

二
　
物
理
的
因
子
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
次
に
掲
げ
る
疾
病
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

１
　
紫
外
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
前
眼
部
疾
患
又
は
皮
膚
疾
患

２
　
赤
外
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
網
膜
火
傷
、
白
内
障
等
の
眼
疾
患
又
は
皮
膚
疾
患

３
　
レ
ー
ザ
ー
光
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
網
膜
火
傷
等
の
眼
疾
患
又
は
皮
膚
疾
患

４
　
マ
イ
ク
ロ
波
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
白
内
障
等
の
眼
疾
患

５
　
基
金
の
定
め
る
電
離
放
射
線
（
以
下
「
放
射
線
」
と
い
う
。
）
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
急
性
放
射
線
症
、
皮
膚
潰
瘍
等
の
放
射
線
皮
膚
障
害
、
白
内
障
等
の
放
射
線
眼
疾
患
、
放
射
線
肺
炎
、
再
生
不
良

性
貧
血
等
の
造
血
器
障
害
、
骨
え
死
そ
の
他
の
放
射
線
障
害

６
　
高
圧
室
内
作
業
又
は
潜
水
作
業
に
係
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
潜
か
ん
病
又
は
潜
水
病

７
　
気
圧
の
低
い
場
所
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
高
山
病
又
は
航
空
減
圧
症

８
　
暑
熱
な
場
所
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
熱
中
症

９
　
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
熱
傷

１
０
　
寒
冷
な
場
所
に
お
け
る
業
務
又
は
低
温
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
凍
傷

１
１
　
著
し
い
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
難
聴
等
の
耳
の
疾
患

１
２
　
超
音
波
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
手
指
等
の
組
織
え
死

１
３
　
１
か
ら
１
２
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
物
理
的
因
子
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病

三
　
身
体
に
過
度
の
負
担
の
か
か
る
作
業
態
様
の
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
次
に
掲
げ
る
疾
病
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

１
　
重
激
な
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
筋
肉
、
け
ん
、
骨
若
し
く
は
関
節
の
疾
患
又
は
内
臓
脱

２
　
重
量
物
を
取
り
扱
う
業
務
、
腰
部
に
過
度
の
負
担
を
与
え
る
不
自
然
な
作
業
姿
勢
に
よ
り
行
う
業
務
そ
の
他
腰
部
に
過
度
の
負
担
の
か
か
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
腰
痛

３
　
チ
ェ
ン
ソ
ー
、
ブ
ッ
シ
ュ
ク
リ
ー
ナ
ー
、
削
岩
機
等
の
身
体
に
振
動
を
与
え
る
機
械
器
具
を
使
用
す
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
手
指
、
前
腕
等
の
末
し
ょ
う
循
環
障
害
、
末
し
ょ
う
神
経
障
害
又
は
運
動
器
障
害

４
　
電
子
計
算
機
へ
の
入
力
を
反
復
し
て
行
う
業
務
そ
の
他
上
肢
に
過
度
の
負
担
の
か
か
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
後
頭
部
、
け
い
部
、
肩
甲
帯
、
上
腕
、
前
腕
又
は
手
指
の
運
動
器
障
害

５
　
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
身
体
に
過
度
の
負
担
の
か
か
る
作
業
態
様
の
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病

四
　
化
学
物
質
等
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
次
に
掲
げ
る
疾
病
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

１
　
基
金
の
定
め
る
単
体
た
る
化
学
物
質
又
は
化
合
物
（
合
金
を
含
む
。
）
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
疾
病
で
あ
っ
て
、
基
金
が
定
め
る
も
の

２
　
ふ
っ
素
樹
脂
、
塩
化
ビ
ニ
ル
樹
脂
、
ア
ク
リ
ル
樹
脂
等
の
合
成
樹
脂
の
熱
分
解
生
成
物
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
眼
粘
膜
の
炎
症
又
は
気
道
粘
膜
の
炎
症
等
の
呼
吸
器
疾
患

３
　
す
す
、
鉱
物
油
、
漆
、
テ
レ
ビ
ン
油
、
タ
ー
ル
、
セ
メ
ン
ト
、
ア
ミ
ン
系
の
樹
脂
硬
化
剤
等
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
皮
膚
疾
患

４
　
た
ん
白
分
解
酵
素
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
皮
膚
炎
、
結
膜
炎
又
は
鼻
炎
、
気
管
支
ぜ
ん
息
等
の
呼
吸
器
疾
患

５
　
木
材
の
粉
じ
ん
、
獣
毛
の
じ
ん
あ
い
等
を
飛
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
又
は
抗
生
物
質
等
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
ア
レ
ル
ギ
ー
性
の
鼻
炎
、
気
管
支
ぜ
ん
息
等
の
呼
吸
器
疾
患

６
　
綿
、
亜
麻
等
の
粉
じ
ん
を
飛
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
呼
吸
器
疾
患

７
　
石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
良
性
石
綿
胸
水
又
は
び
ま
ん
性
胸
膜
肥
厚

８
　
空
気
中
の
酸
素
濃
度
の
低
い
場
所
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
酸
素
欠
乏
症

９
　
１
か
ら
８
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
化
学
物
質
等
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病

五
　
粉
じ
ん
を
飛
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
じ
ん
肺
症
又
は
基
金
の
定
め
る
じ
ん
肺
の
合
併
症

六
　
細
菌
、
ウ
イ
ル
ス
等
の
病
原
体
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
次
に
掲
げ
る
疾
病
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

１
　
患
者
の
診
療
若
し
く
は
看
護
の
業
務
、
介
護
の
業
務
又
は
研
究
そ
の
他
の
目
的
で
病
原
体
を
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
伝
染
性
疾
患

２
　
動
物
若
し
く
は
そ
の
死
体
、
獣
毛
、
革
そ
の
他
動
物
性
の
物
又
は
ぼ
ろ
等
の
古
物
を
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
ブ
ル
セ
ラ
症
、
炭
そ
病
等
の
伝
染
性
疾
患
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３
　
湿
潤
地
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
ワ
イ
ル
病
等
の
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
症

４
　
屋
外
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
つ
つ
が
虫
病

５
　
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
細
菌
、
ウ
イ
ル
ス
等
の
病
原
体
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病

七
　
が
ん
原
性
物
質
又
は
が
ん
原
性
因
子
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
次
に
掲
げ
る
疾
病
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

１
　
ベ
ン
ジ
ジ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
尿
路
系
腫
瘍

２
　
ベ
ー
タ―

ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
尿
路
系
腫
瘍

３
　
四―
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
尿
路
系
腫
瘍

４
　
四―

ニ
ト
ロ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
尿
路
系
腫
瘍

５
　
ビ
ス
（
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
）
エ
ー
テ
ル
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
肺
が
ん

６
　
ベ
リ
リ
ウ
ム
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
肺
が
ん

７
　
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ
リ
ド
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
肺
が
ん

８
　
石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
肺
が
ん
又
は
中
皮
腫

９
　
ベ
ン
ゼ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
白
血
病

１
０
　
塩
化
ビ
ニ
ル
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
肝
血
管
肉
腫
又
は
肝
細
胞
が
ん

１
１
　
三
・
三′

―

ジ
ク
ロ
ロ―

四
・
四′

―

ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
尿
路
系
腫
瘍

１
２
　
オ
ル
ト―

ト
ル
イ
ジ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
ぼ
う
こ
う
が
ん

１
３
　
一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
胆
管
が
ん

１
４
　
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
胆
管
が
ん

１
５
　
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
白
血
病
、
肺
が
ん
、
皮
膚
が
ん
、
骨
肉
腫
、
甲
状
腺
が
ん
、
多
発
性
骨
髄
腫
又
は
非
ホ
ジ
キ
ン
リ
ン
パ
腫

１
６
　
す
す
、
鉱
物
油
、
タ
ー
ル
、
ピ
ッ
チ
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
又
は
パ
ラ
フ
ィ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
皮
膚
が
ん

１
７
　
１
か
ら
１
６
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
が
ん
原
性
物
質
又
は
が
ん
原
性
因
子
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病

八
　
相
当
の
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
行
う
長
時
間
の
業
務
そ
の
他
血
管
病
変
等
を
著
し
く
増
悪
さ
せ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
狭
心
症
、
心
筋
梗
塞
、
心
停
止
（
心
臓
性
突
然
死
を
含
む
。
）
、
心
室
細
動
等
の
重
症
の
不

整
脈
、
重
篤
な
心
不
全
、
肺
塞
栓
症
、
大
動
脈
解
離
、
く
も
膜
下
出
血
、
脳
出
血
、
脳
梗
塞
又
は
高
血
圧
性
脳
症
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

九
　
人
の
生
命
に
か
か
わ
る
事
故
へ
の
遭
遇
そ
の
他
強
度
の
精
神
的
又
は
肉
体
的
負
荷
を
与
え
る
事
象
を
伴
う
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
精
神
及
び
行
動
の
障
害
並
び
に
こ
れ
に
付
随
す
る
疾
病

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
務
に
起
因
す
る
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病

別
表
第
二
（
第
二
十
六
条
の
四
関
係
）

傷
病
等
級

障
害
の
状
態

第
一
級

一
　
両
眼
が
失
明
し
て
い
る
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
を
廃
し
て
い
る
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
有
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

五
　
両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
て
い
る
も
の

七
　
両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

八
　
両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
て
い
る
も
の

九
　
前
各
号
に
定
め
る
も
の
と
同
程
度
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の

第
二
級

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
て
い
る
も
の

二
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
有
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

三
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

四
　
両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五
　
両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
前
各
号
に
定
め
る
も
の
と
同
程
度
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の

第
三
級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
て
い
る
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
を
廃
し
て
い
る
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
有
し
、
常
に
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
し
、
常
に
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
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五
　
両
手
の
手
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

六
　
第
三
号
及
び
第
四
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
常
に
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
そ
の
他
前
各
号
に
定
め
る
も
の
と
同
程
度
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の

別
表
第
三
（
第
二
十
六
条
の
五
関
係
）

障
害
等
級

障
害

第
一
級

一
　
両
眼
が
失
明
し
た
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

五
　
両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七
　
両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

八
　
両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

第
二
級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
た
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

五
　
両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

第
三
級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五
　
両
手
の
手
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第
四
級

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

三
　
両
耳
の
聴
力
を
全
く
失
つ
た
も
の

四
　
一
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五
　
一
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
両
手
の
手
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
　
両
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

第
五
級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
特
に
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

三
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
特
に
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四
　
一
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五
　
一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
一
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七
　
一
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

八
　
両
足
の
足
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第
六
級

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

三
　
両
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

四
　
一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

五
　

せ
き脊

柱
に
著
し
い
変
形
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

六
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の
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八
　
一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

第
七
級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
両
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

三
　
一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

四
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を
残
し
、
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

六
　
一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

七
　
一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八
　
一
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

九
　
一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

十
　
一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

十
一
　
両
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
二
　
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

十
三
　
両
側
の

こ
う睾

丸
を
失
つ
た
も
の

第
八
級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
又
は
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　

せ
き脊

柱
に
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三
　
一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

四
　
一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

五
　
一
下
肢
を
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

六
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

八
　
一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

九
　
一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

十
　
一
足
の
足
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第
九
級

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

三
　
両
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭

さ
く窄

又
は
視
野
変
状
を
残
す
も
の

四
　
両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

五
　
鼻
を
欠
損
し
、
そ
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

六
　

そ
し
や
く

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
　
両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

八
　
一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
り
、
他
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に
な
つ
た
も
の

九
　
一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
つ
た
も
の

十
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を
残
し
、
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
労
務
が
相
当
な
程
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の

十
一
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
労
務
が
相
当
な
程
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の

十
二
　
一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

十
三
　
一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
四
　
一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の
足
指
を
失
つ
た
も
の

十
五
　
一
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
六
　
外
貌
に
相
当
程
度
の
醜
状
を
残
す
も
の

十
七
　
生
殖
器
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
十
級

一
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
正
面
視
で
複
視
を
残
す
も
の

三
　

そ
し
や
く

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

四
　
十
四
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

五
　
両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に
な
つ
た
も
の
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六
　
一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

七
　
一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八
　
一
下
肢
を
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

九
　
一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指
を
失
つ
た
も
の

十
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

十
一
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
十
一
級

一
　
両
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

二
　
両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三
　
一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

四
　
十
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

五
　
両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

六
　
一
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

七
　

せ
き脊

柱
に
変
形
を
残
す
も
の

八
　
一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
を
失
つ
た
も
の

九
　
一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
労
務
の
遂
行
に
相
当
な
程
度
の
支
障
が
あ
る
も
の

第
十
二
級

一
　
一
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

二
　
一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三
　
七
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

四
　
一
耳
の
耳
殻
の
大
部
分
を
欠
損
し
た
も
の

五
　
鎖
骨
、
胸
骨
、

ろ
く肋

骨
、
肩

こ
う胛

骨
又
は
骨
盤
骨
に
著
し
い
変
形
を
残
す
も
の

六
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

八
　
長
管
骨
に
変
形
を
残
す
も
の

九
　
一
手
の
小
指
を
失
つ
た
も
の

十
　
一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
一
　
一
足
の
第
二
の
足
指
を
失
つ
た
も
の
、
第
二
の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
第
三
の
足
指
以
下
の
三
の
足
指
を
失
つ
た
も
の

十
二
　
一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
三
　
局
部
に
頑
固
な
神
経
症
状
を
残
す
も
の

十
四
　
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

第
十
三
級

一
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
正
面
視
以
外
で
複
視
を
残
す
も
の

三
　
一
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭

さ
く窄

又
は
視
野
変
状
を
残
す
も
の

四
　
両
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
又
は
ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

五
　
五
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

六
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
　
一
手
の
小
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八
　
一
手
の
母
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
つ
た
も
の

九
　
一
下
肢
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

十
　
一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の
足
指
を
失
つ
た
も
の

十
一
　
一
足
の
第
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
、
第
二
の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
第
三
の
足
指
以
下
の
三
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

第
十
四
級

一
　
一
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
、
又
は
ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

二
　
三
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

三
　
一
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

四
　
上
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
の
大
き
さ
の
醜
い
あ
と
を
残
す
も
の

五
　
下
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
の
大
き
さ
の
醜
い
あ
と
を
残
す
も
の
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六
　
一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
つ
た
も
の

七
　
一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
遠
位
指
節
間
関
節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
も
の

八
　
一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

九
　
局
部
に
神
経
症
状
を
残
す
も
の

別
表
第
四
（
第
二
十
八
条
の
二
関
係
）

介
護
を
要
す
る
状
態
の
区
分

障
害

常
時
介
護
を
要
す
る
状
態

一
　
別
表
第
二
第
一
級
の
項
第
三
号
に
該
当
す
る
障
害
又
は
別
表
第
三
第
一
級
の
項
第
三
号
に
該
当
す
る
障
害

二
　
別
表
第
二
第
一
級
の
項
第
四
号
に
該
当
す
る
障
害
又
は
別
表
第
三
第
一
級
の
項
第
四
号
に
該
当
す
る
障
害

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障
害
又
は
第
一
級
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
で
あ
つ
て
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
同
程
度
の
介
護
を
要
す
る
も
の

随
時
介
護
を
要
す
る
状
態

一
　
別
表
第
二
第
二
級
の
項
第
二
号
に
該
当
す
る
障
害
又
は
別
表
第
三
第
二
級
の
項
第
三
号
に
該
当
す
る
障
害

二
　
別
表
第
二
第
二
級
の
項
第
三
号
に
該
当
す
る
障
害
又
は
別
表
第
三
第
二
級
の
項
第
四
号
に
該
当
す
る
障
害

三
　
第
一
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障
害
又
は
第
一
級
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
で
あ
つ
て
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
同
程
度
の
介
護
を
要
す
る
も
の
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